
消費生活問題の相談
消費生活専門相談員による相談

月～金曜日
※祝日を除く

午前10：00～午後5：00
電話相談は午前9：00～

鈴鹿亀山消費生活センター

ひきこもりの相談
来所や訪問による日常生活や就労などの相談

月～金曜日
※祝日を除く 午前8：30～午後5：15 あいあい１階 窓口

82－7985（市社協）
84－3311（市）

市民活動・ボランティア相談
市民活動やボランティアに関するあらゆる相談

月～金曜日
※祝日を除く 午前9：00～午後5：15 市民協働センター

「みらい」

059－375－7611

84－5008

無料住宅相談（偶数月開催）
増改築相談員による相談

10月16日（木） 午後1：00～4：00 あいあい１階
ふれあいリビング 84－5038

成年後見等の法律相談
成年後見、権利擁護に関する弁護士による相談【予約制】※当日申込可

10月30日（木） 午前10：00～正午 あいあい１階 相談室２ 82－7985

行政相談
行政に関わる意見、要望、困っていることなどの相談

10月9日（木） 午後1：00～3：00 本庁１階 市民対話室 84－5007

96－1224
82－1111
96－1224

心配ごと相談（元公証人による相談）
相続、遺言、離婚、賃貸借等の相談【予約制】※当日申込可

午後1：00～3：00 あいあい１階 相談室２ 82－7985

心配ごと相談
生活上のあらゆる心配ごと、困りごと相談【予約制】※当日申込可

10月10日（金）
10月24日（金）
10月10日（金）
10月24日（金）

午後1：00～3：00 あいあい１階 相談室１ 82－7985

法律相談
弁護士による相談【予約制】（１カ月前から受付）

10月17日（金） 午後1：30～3：50
本庁１階 市民対話室10月27日（月） 午前9：00～正午

人権相談
人権擁護委員による相談（当日電話相談可）

10月20日（月） 午後1：00～3：00
10月7日（火） 午後1：00～3：00 本庁１階 市民対話室

（電話相談）

10月27日（月） 午後1：00～3：00 関支所１階 応接室１

84－5007

第477号　令和7年10月1日　発行：亀山市　編集：政策部 広報秘書課 広報グループ　印刷：寿印刷工業株式会社
〒519－0195 三重県亀山市本丸町577番地  TEL 0595－82－1111（代）  FAX 0595－82－9955  ホームページ https://www.city.kameyama.mie.jp

【診療時間】 午後１時～７時30分（受付：午後１時～７時）

96－9488
83－0990
82－8721
82－0405
82－1335
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【診療時間】 日曜日・祝日を除く 午後７時30分～10時（受付：午後７時～９時30分）夜
間
時
間
外
応
急
診
療

みずほ台クリニック
市立医療センター
川口整形外科
みえ在宅・内科クリニック
田中病院

川合町1155－9
亀田町466－1
野村四丁目4－19
野村三丁目19－31
西丸町539

10月5日
10月12日
10月13日
10月19日
10月26日

（日）

（日）

（月・祝）

（日）

（日）

10月

83－0990
83－0555
96－9488
83－0077
83－0087
82－4133
82－5151

市立医療センター
亀山透析クリニック
みずほ台クリニック
亀山腎・泌尿器科クリニック
松葉耳鼻咽喉科
三井耳鼻咽喉科
宮村産婦人科

亀田町466－1
羽若町833－5
川合町1155－9
栄町1488－215
東台町1－6
栄町1499－3
本町三丁目8－7

11月2日
11月3日
11月9日
11月16日
11月23日
11月24日
11月30日

（日）

（月・祝）

（日）

（日）

（日・祝）

（月・振休）

（日）

11月

83－0990市立医療センター
月・水・木・金・土曜日

みえ子ども医療ダイヤル
急な子どもの病気の電話相談

♯8000 または
　059－232－9955
平日、土曜日は午後7時～翌朝8時
日曜日、祝日、年末年始は24時間対応

三重県救急医療
情報センター

医療機関に迷ったときは

　059－229－1199
24時間365日対応

県内の医療機関を検索

医療ネットみえ

一次救急当番医

亀田町466－1

84－3536みえ呼吸嚥下リハビリクリニック
火曜日

アイリス町14－7

■健康保険証、医療費受給資格証（子ども医療費な
ど）、診療費、お薬手帳（または服用している薬）を必ず
お持ちください。　■夜間・休日当番医の診療は、あく
まで応急的な診療や処置を目的としているため、専門
的な治療、経過観察が必要な検査などは行っていませ
ん。　■夜間・休日当番医受診後に、引き続き治療が
必要な場合や、症状が改善しない場合は、かかりつけ
医等の医療機関を診療時間内に受診してください。


